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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向および横方向と、第１シートと、前記第１シートに積層される第２シートと、前
記第１および第２シートの間に位置する吸液性芯材とを含む着用物品の吸液構造体におい
て、
　前記第１および第２シートの少なくともいずれか一方が透液性を有し、
　前記第１シートは、前記吸液性芯材に対向する第１内面と、前記第１内面の反対側であ
る第１外面とを含み、前記第２シートは、前記吸液性芯材に対向する第２内面と、前記第
２内面の反対側である第２外面とを含み、
　前記第１内面および第２内面は、前記吸液性芯材を接着する接着手段が形成された第１
接着領域および第２接着領域と、前記接着手段が形成されない第１非接着領域および第２
非接着領域とを含み、
　前記第１接着領域は、少なくとも前記第２非接着領域に対向し、前記第２接着領域は、
少なくとも前記第１非接着領域に対向し、
　前記第１および第２接着領域は、前記縦方向に延びるとともに、前記横方向に離間して
それぞれ複数形成され、前記第１接着領域の間には第１非接着領域が形成され、前記第２
接着領域の間には第２非接着領域が形成され
　前記第１非接着領域は、対向する前記第２接着領域よりも前記横方向の長さ寸法が大き
く、前記第２非接着領域は、対向する前記第１接着領域よりも前記横方向の長さ寸法が大
きく、
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　前記吸液性芯材は、前記縦方向に延びるとともに、前記横方向に並んで複数配置され、
該複数の吸液性芯材は、前記複数の第１および第２接着領域にそれぞれ配置されて、前記
第１および第２シートのいずれか一方に接着されることを特徴とする前記吸液構造体。
【請求項２】
　前記第２シートの前記第２外面には、高密度吸液構造体がさらに形成され、
　前記第１および第２シートは、透液性を有し、
　前記高密度吸液構造体は、高密度吸液構造体用吸液性芯材と、該高密度吸液構造体用吸
液性芯材を覆う被覆シートとを含み、少なくともその一部に他の部分よりも前記高密度吸
液構造体用吸液性芯材の密度の高い高密度領域を形成する請求項１に記載の吸液構造体。
【請求項３】
　縦方向および横方向と、第１シートと、前記第１シートに積層される第２シートと、前
記第１および第２シートの間に位置する吸液性芯材とを含む着用物品の吸液構造体におい
て、
　前記第１および第２シートは、透液性を有し、
　前記第１シートは、前記吸液性芯材に対向する第１内面と、前記第１内面の反対側であ
る第１外面とを含み、前記第２シートは、前記吸液性芯材に対向する第２内面と、前記第
２内面の反対側である第２外面とを含み、
　前記第１内面および第２内面は、前記吸液性芯材を接着する接着手段が形成された第１
接着領域および第２接着領域と、前記接着手段が形成されない第１非接着領域および第２
非接着領域とを含み、
　前記第１接着領域は、少なくとも前記第２非接着領域に対向し、前記第２接着領域は、
少なくとも前記第１非接着領域に対向し、
　前記第１および第２接着領域は、前記縦方向に延びるとともに、前記横方向に離間して
それぞれ複数形成され、前記第１接着領域の間には第１非接着領域が形成され、前記第２
接着領域の間には第２非接着領域が形成され、
　前記第１非接着領域は、対向する前記第２接着領域よりも前記横方向の長さ寸法が大き
く、前記第２非接着領域は、対向する前記第１接着領域よりも前記横方向の長さ寸法が大
きく、
　前記第２シートの前記第２外面には、高密度吸液構造体がさらに形成され、
　前記高密度吸液構造体は、高密度吸液構造体用吸液性芯材と、該高密度吸液構造体用吸
液性芯材を覆う被覆シートとを含み、少なくともその一部に他の部分よりも前記高密度吸
液構造体用吸液性芯材の密度の高い高密度領域を形成することを特徴とする前記吸液構造
体。
【請求項４】
　前記高密度吸液構造体は、前記高密度領域が、前記第１および第２非接着領域の少なく
ともいずれかに重なる請求項２または３に記載の吸液構造体。
【請求項５】
　前記第１接着領域の前記横方向の長さ寸法と、前記第２接着領域の前記横方向の長さ寸
法とは、ほぼ等しく、
　前記第１非接着領域の前記横方向の長さ寸法と、前記第２非接着領域の前記横方向の長
さ寸法とは、ほぼ等しい請求項１～４のいずれかに記載の吸液構造体。
【請求項６】
　前記第１シートは、着用者の身体側に位置し、前記第２シートは、前記身体側とは反対
側に位置し、
　前記第１および第２シートは、縦方向に延びる第１および第２両側縁をそれぞれ含み、
前記第２両側縁は、前記第１両側縁から前記横方向外側に延出し、前記第１両側縁に沿っ
て前記第１外面に向かって折り返されて前記第１外面に接合される請求項１～５のいずれ
かに記載の吸液構造体。
【請求項７】
　前記吸液性芯材は、少なくとも吸収性ポリマーを含む請求項１～６のいずれかに記載の
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吸液構造体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、吸液構造体に関し、さらに詳しくは、体液を吸収および保持することが可
能であって、尿または女性性器から出る粘液・組織などのいわゆる下り物用パンティライ
ナ、生理用ナプキンまたはパッド、使い捨ておむつ等の着用物品に使用可能な吸液構造体
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、着用者の股間に使用する吸収性物品として、例えば、特開昭６０-６３０４３号
公報（特許文献１）および特許第２８７２８５１号（特許文献２）が公知である。特許文
献１では、上下面シートの間に吸水性樹脂を挟むことによって吸水性シートを形成してい
る。下面シートの内側には、水溶性樹脂バインダーを塗布し、上下面シートの間で吸水性
樹脂を固定している。
　特許文献２では、吸収性ポリマーおよびパルプ等の吸収素材によって吸収体を形成して
いる。吸収素材の上に、粘着剤を点状、線状又は曲線状に塗布し、これに吸収性ポリマー
を散布し、さらに吸収素材を重ね合わせて、これを圧縮一体化している。吸収性ポリマー
は、接着剤で吸収素材に固定されるほか、吸収素材の間に絡まって保持される。
【特許文献１】特開昭６０－６３０４３号公報（ＪＰ　昭６０－６３０４３　Ａ）
【特許文献２】特許第２８７２８５１号（ＪＰ　２８７２８５１　Ｂ２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１によれば、下面シート全面にバインダーを塗布しているので、吸水性樹脂を
介して、上下面シートと吸水性樹脂とが全面で固着される。上下面シートの全体で吸水性
樹脂を固定することができるので、この吸水性樹脂が縦横方向に偏在するのを防止するこ
とができる。しかし、上面シートのバインダー接着部分においては、液の透過性が阻害さ
れ、液が吸収されずに表面シート上で広がり、液の漏れを誘発する。
【０００４】
　特許文献２によれば、上下面を形成する吸収素材に、吸収性ポリマーと点状、線状又は
曲線状で固定することができるので、液の透過性が阻害されることがない。しかし、接着
剤と接触していない吸収性ポリマーにおいては、これが縦横方向に移動して、局部に偏在
する可能性がある。特に吸収素材を使用することなく、吸収性ポリマーを直接上下面シー
トで挟むような場合には、吸収性ポリマーの自由度が大きくなり、偏在の可能性が高くな
る。
【０００５】
　この発明では、吸液性芯材が偏在するのを防止し、かつ、吸液性芯材への吸液を妨げる
ことのない吸液構造体を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明は、縦方向および横方向と、第１シートと、前記第１シートに積層される第２
シートと、前記第１および第２シートの間に位置する吸液性芯材とを含む着用物品の吸液
構造体の改良に関わる。
【０００７】
　この発明は、前記吸液構造体において、前記第１および第２シートの少なくともいずれ
か一方が透液性を有し、前記第１シートは、前記吸液性芯材に対向する第１内面と、前記
第１内面の反対側である第１外面とを含み、前記第２シートは、前記吸液性芯材に対向す
る第２内面と、前記第２内面の反対側である第２外面とを含み、前記第１内面および第２
内面は、前記吸液性芯材を接着する接着手段が形成された第１接着領域および第２接着領
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域と、前記接着手段が形成されない第１非接着領域および第２非接着領域とを含み、前記
第１接着領域は、少なくとも前記第２非接着領域に対向し、前記第２接着領域は、少なく
とも前記第１非接着領域に対向し、前記第１および第２接着領域は、前記縦方向に延びる
とともに、前記横方向に離間してそれぞれ複数形成され、前記第１接着領域の間には第１
非接着領域が形成され、前記第２接着領域の間には第２非接着領域が形成され前記第１非
接着領域は、対向する前記第２接着領域よりも前記横方向の長さ寸法が大きく、前記第２
非接着領域は、対向する前記第１接着領域よりも前記横方向の長さ寸法が大きく、前記吸
液性芯材は、前記縦方向に延びるとともに、前記横方向に並んで複数配置され、該複数の
吸液性芯材は、前記複数の第１および第２接着領域にそれぞれ配置されて、前記第１およ
び第２シートのいずれか一方に接着されることを特徴とする。
【０００８】
　好ましい他の実施形態のひとつとして、前記第２シートの前記第２外面には、高密度吸
液構造体がさらに形成され、前記第１および第２シートは、透液性を有し、前記高密度吸
液構造体は、高密度吸液構造体用吸液性芯材と、該高密度吸液構造体用吸液性芯材を覆う
被覆シートとを含み、少なくともその一部に他の部分よりも前記高密度吸液構造体用吸液
性芯材の密度の高い高密度領域を形成する。
【０００９】
　また、この発明は、前記吸液構造体において、前記第１および第２シートは、透液性を
有し、前記第１シートは、前記吸液性芯材に対向する第１内面と、前記第１内面の反対側
である第１外面とを含み、前記第２シートは、前記吸液性芯材に対向する第２内面と、前
記第２内面の反対側である第２外面とを含み、前記第１内面および第２内面は、前記吸液
性芯材を接着する接着手段が形成された第１接着領域および第２接着領域と、前記接着手
段が形成されない第１非接着領域および第２非接着領域とを含み、前記第１接着領域は、
少なくとも前記第２非接着領域に対向し、前記第２接着領域は、少なくとも前記第１非接
着領域に対向し、前記第１および第２接着領域は、前記縦方向に延びるとともに、前記横
方向に離間してそれぞれ複数形成され、前記第１接着領域の間には第１非接着領域が形成
され、前記第２接着領域の間には第２非接着領域が形成され、前記第１非接着領域は、対
向する前記第２接着領域よりも前記横方向の長さ寸法が大きく、前記第２非接着領域は、
対向する前記第１接着領域よりも前記横方向の長さ寸法が大きく、前記第２シートの前記
第２外面には、高密度吸液構造体がさらに形成され、前記高密度吸液構造体は、高密度吸
液構造体用吸液性芯材と、該高密度吸液構造体用吸液性芯材を覆う被覆シートとを含み、
少なくともその一部に他の部分よりも前記高密度吸液構造体用吸液性芯材の密度の高い高
密度領域を形成することを特徴とする。
【００１０】
　好ましい他の実施態様のひとつとして、前記第１シートは、着用者の身体側に位置し、
前記第２シートは、前記身体側とは反対側に位置し、前記第１および第２シートは、縦方
向に延びる第１および第２両側縁をそれぞれ含み、前記第２両側縁は、前記第１両側縁か
ら前記横方向外側に延出し、前記第１両側縁に沿って前記第１外面に向かって折り返され
て前記第１外面に接合される。
【００１１】
　好ましい他の実施態様のひとつとして、前記吸液性芯材は、少なくとも吸収性ポリマー
を含む。
【００１２】
　好ましい他の実施形態のひとつとして、前記第１接着領域の前記横方向の長さ寸法と、
前記第２接着領域の前記横方向の長さ寸法とは、ほぼ等しく、前記第１非接着領域の前記
横方向の長さ寸法と、前記第２非接着領域の前記横方向の長さ寸法とは、ほぼ等しい。
【００１３】
　好ましい他の実施態様のひとつとして、前記高密度吸液構造体は、前記高密度領域が、
前記第１および第２非接着領域の少なくともいずれかに重なる。
【発明の効果】
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【００１４】
　この発明の吸液構造体では、吸液性芯材を挟む第１シートおよび第２シートの少なくと
もいずれか一方が透液性を有し、第１シートの第１内面と、第２シートの第２内面には、
吸液性芯材を接着する接着手段が形成された第１接着領域および第２接着領域と、接着手
段が形成されない第１非接着領域および第２非接着領域とを含み、第１接着領域は、少な
くとも第２非接着領域に対向し、第２接着領域は、少なくとも第１非接着領域に対向する
こととした。したがって、第１および第２シートには、体液が通過容易な第１または第２
非接着領域が必ず形成され、これらを介して体液が吸液性芯材に吸収される。体液が吸液
性芯材に吸収されることによって、第１または第２シート上を移動してこの体液が漏れる
のを抑制することができる。また、吸液性芯材は、第１および第２接着領域のいずれかに
よって保持されるので、これが局部に偏在するのを抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　この発明における着用物品の吸液構造体の一例を説明する。
【００１６】
＜第１の実施形態＞
　この実施形態では、吸液構造体として尿用のパンティライナ１を例に挙げて説明する。
図１はパンティライナ１の平面図であってその一部を破断した図、図２は図１のＩＩ－Ｉ
Ｉ線断面図である。パンティライナ１は、縦方向Ｙとこれに直交する横方向Ｘとを含み、
縦方向Ｙに縦長に形成されている。パンティライナ１は、身体側に位置するトップシート
１１と、トップシート１１の身体側とは反対側であってパンティ等の着衣側に位置するバ
ックシート１２と、これらシート１１，１２の間に形成された吸液構造体２とを含む。ト
ップシート１１とバックシート１２とは、その周囲において接合部１３を介して接合され
ている。
【００１７】
　吸液構造体２は、身体側に位置しトップシート１１と接合される第１シート２０と、着
衣側に位置しバックシート１２と接合される第２シート３０と、第１および第２シート２
０，３０の間に形成される吸液性芯材４０とを含む。図３は吸液構造体２の概略図であっ
て、図４（ａ）は第１シート２０を第１内面２５側から見たときの図、図４（ｂ）は第２
シート３０を第２内面３５側から見たときの図である。第１シート２０は、横方向Ｘに延
びる第１シート両端縁２１，２２と、縦方向Ｙに延びる第１シート両側縁２３，２４とを
含み、第２シート３０も同様に、横方向Ｘに延びる第２シート両側縁３１，３２と、縦方
向Ｙに延びる第２シート両側縁３３，３４とを含む。第１シート両端縁２１，２２と第２
シート両端縁３１，３２とがそれぞれ一致し、第１シート両端縁２３，２４と第２シート
両側縁３３，３４とがそれぞれ一致するように積層される。
【００１８】
　第１シート２０は、吸液性芯材４０に対向する第１内面２５と、その反対側であるトッ
プシート１１に対向する第１外面２６とを含み、第２シート３０は、吸液性芯材４０に対
向する第２内面３５と、その反対側であるバックシート１２に対向する第２外面３６とを
含む。
　吸液性芯材４０は、公知の高吸収性ポリマーの粒子または繊維によって形成され、第１
内面２５および第２内面３５に接着手段を介して接着される。接着手段としては、例えば
、ホットメルト接着剤を用い、第１内面２５には接着剤を塗布することによって形成され
た第１接着領域５１が形成され、第２内面３５には第２接着領域５２が形成される。
【００１９】
　第１接着領域５１および第２接着領域５２は、それぞれ複数形成され、縦方向Ｙに延び
て、横方向Ｘに離間している。このように横方向Ｘに離間することによって、第１接着領
域５１の間には第１非接着領域５３が形成され、第２接着領域５２の間には第２非接着領
域５４が形成される。第１シート２０と第２シート３０とは、それらの間に吸液性芯材４
０を介在させるとともに、第１内面２５と第２内面３５とを対向させる。このとき第１接
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着領域５１が吸液性芯材４０を介して第２非接着領域５４に対向し、第２接着領域５２が
吸液性芯材４０を介して第１非接着領域５３に対向するように形成する。
【００２０】
　図２に示したように、第１接着領域５１の横方向Ｘの長さ寸法ｔ１は、第２非接着領域
５４の横方向Ｘの長さ寸法ｔ４よりも小さくしている。また、第２接着領域５２の横方向
Ｘの長さ寸法ｔ２は、第１非接着領域５３の横方向Ｘの長さ寸法ｔ３よりも小さくしてい
る。この実施形態では寸法ｔ１とｔ２とがほぼ等しく、寸法ｔ３とｔ４とがほぼ等しくな
るようにしている。
　これら第１および第２接着領域５１，５２は、ホットメルト接着剤を第１内面２５およ
び第２内面３５のそれぞれにコーター塗工することによって得られる。このようにコータ
ー塗工することによって、第１および第２接着領域５１，５２の横方向Ｘの寸法を比較的
正確にすることができ、第１接着領域５１と第２接着領域５２とが厚さ方向において重な
らないように形成することが可能となる。
【００２１】
　第１および第２接着領域５１，５２を形成した第１および第２シート２０，３０のいず
れか一方の内面に吸液性芯材４０を分散させ、いずれか他方を重ね合わせる。このとき、
第１接着領域５１と第２非接着領域５４とが対向し、第２接着領域５２と第１非接着領域
５３とが対向するように重ね合わせる。このように重ね合わせることによって、第１およ
び第２接着領域５１，５２において吸液性芯材４０が接着される。
　第１および第２シート２０，３０の周縁には、これらを直接接合する接合部４１が形成
され、吸液性芯材４０がこぼれないようにしている。
【００２２】
　このような吸液構造体２を有するパンティライナ１によれば、横方向Ｘに第１接着領域
５１と第２接着領域５２とが交互に形成されることとなるので、吸液性芯材４０は、第１
シート２０の第１接着領域５１または第２シート３０の第２接着領域５２のいずれかに接
着されることになる。したがって、吸液性芯材４０が第１および第２シート２０，３０の
間において移動するのを抑制することができ、移動によって吸液性芯材４０が局部に偏在
するのを抑制することができる。すなわち、第１および第２シート２０，３０の縦方向Ｙ
および横方向Ｘに均等に吸液性芯材４０を保持することができる。
【００２３】
　第１シート２０には、第１接着領域５１と第１非接着領域５３とが横方向Ｘに交互に形
成されているので、パンティライナ１に排泄された体液が、吸液性芯材４０に吸収されず
に、第１シート２０上に残ってしまうということがない。すなわち、第１シート２０の第
１内面２５の全域に接着剤が塗布されると、この接着剤によって吸液性芯材４０への体液
の流入が阻害され、第１シート２０上に体液が残ってしまう。シート上に残った体液は、
シート上を移動してパンティライナ１から漏れてしまう。しかし、この実施形態では、接
着剤が塗布されていない第１非接着領域５３から吸液性芯材４０へと体液が流入可能であ
り、体液の漏れを防止することができる。
　ただし、第１および第２接着領域５１，５２においては、体液を全く透過させないもの
に限定されるのではなく、ある程度の透液性を有するものであってもよい。
【００２４】
　第１接着領域５１と第２接着領域５２とを横方向Ｘに交互に形成することとしたので、
第１シート２０と第２シート３０が、その周囲以外では互いに接合されることがない。し
たがって、第１シート２０と第２シート３０は、その厚さ方向に離間可能である。吸液性
芯材４０は、体液を吸収するとその体積を大きくして膨張するが、第１シート２０と第２
シート３０とが離間可能となることによって、吸液性芯材４０の膨張を妨げることがなく
、その吸収能力を減殺することがない。
【００２５】
　第１および第２接着領域５１，５２の寸法ｔ１およびｔ２よりも、第１および第２非接
着領域５３，５４の寸法ｔ３およびｔ４を大きくしているので、第１および第２接着領域
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５１，５２が厚さ方向に重なるのを抑制することができる。これらが厚さ方向に重なるこ
とによって、第１および第２シート２０，３０が厚さ方向に離間するのを妨げる可能性が
ある。また、このような寸法関係にすることによって、体液が第１非接着領域５３に誘導
され、第１および第２接着領域５１，５２の間を通って第２非接着領域５４に誘導される
ようになり、体液の流れを作ることができる。このような流れを作ることによって、体液
は速やかに第２シート３０側すなわち身体と離れる方向に移動させることができ、第１シ
ート２０の身体側に長時間残ってしまうのを防止することができる。体液が第１シート２
０の身体側に長時間残ってしまうと、この第１シート２０上を流れて漏れを引き起こした
り、体液が身体に付着することによるかぶれを引き起こしたりする。
【００２６】
　第１および第２接着領域５１，５２の寸法ｔ１およびｔ２は、１ｍｍ～８０ｍｍとする
のが望ましい。寸法ｔ１およびｔ２が１ｍｍよりも狭くなると、吸液性芯材４０の吸収性
ポリマーを十分接着することが困難になり、吸収性ポリマーが第１および第２シート２０
，３０から剥がれてしまう可能性があるからである。これは吸収性ポリマーが粒子である
場合、その平均粒径が、一般的には３００μｍ～４００μｍであることに起因する。また
、寸法ｔ１およびｔ３が８０ｍｍよりも広くなると、体液の速やかな吸液性芯材４０への
移行が困難となるからである。
【００２７】
　この実施形態において、第１シート２０と第２シート３０とを積層させたとき、第１接
着領域５１と第２接着領域５２が横方向Ｘに交互に並ぶようにしているが、必ずしもこれ
らが交互に並ぶ必要はなく、例えば一対の第１接着領域５１の間に複数本の第２接着領域
５２が並んで形成されるようにしてもよい。また、第１および第２接着領域５１，５２が
縦方向Ｙおよび横方向Ｘに交互に並ぶことによって千鳥模様を画くようにしてもよい。い
ずれにしても、第１接着領域５１と第２接着領域５２とが、厚さ方向において重ならない
ようにすることができれば、どのような形状であってもよい。
　第１接着領域５１と第２接着領域５２とが重ならないようにすることによって、これら
が重なったときに比べて、第１および第２シート２０，３０の柔軟性を維持することもで
きる。
【００２８】
　第１シート２０および第２シート３０は、透液性の繊維不織布等を用いることができる
。この実施形態においては、少なくとも第１シート２０が透液性であることが必要であり
、これら第１および第２シート２０，３０としては、公知のさまざまなシートを用いるこ
とができる。
　吸液性芯材４０として、高吸収性ポリマー粒子を用いているが、吸液性を有するもので
あれば、パルプなどの他の芯材を用いることができ、これらを組み合わせて使用すること
もできる。
【００２９】
＜第２の実施形態＞
　図５は、第２の実施形態におけるパンティライナ１の正面図であり、図６は、図５のＶ
Ｉ－ＶＩ線断面図である。この第２の実施形態では、パンティライナ１において高密度吸
液構造体６をさらに含むことを特徴とする。その他の構成要素は第１の実施形態と同様で
あり、同様の構成においてはその説明を省略する。
【００３０】
　高密度吸液構造体６は、吸液構造体２の着衣側に積層され、具体的には、吸液構造体２
の第２シート３０の着衣側すなわち第２外面３６側に積層されている。パンティライナ１
は、身体側からその反対側に向かって、トップシート１１、吸液構造体２、高密度吸液構
造体６、バックシート１２の順に積層されている。高密度吸液構造体６は、身体側に位置
する第１被覆シート６１と、着衣側に位置する第２被覆シート６２と、これらシート６１
，６２の間に形成された吸液性芯材（高密度吸液構造体用吸液性芯材）６３とを含む。第
１および第２被覆シート６１，６２によって、この発明の被覆シートを形成し、これらシ
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ート６１，６２は、その周縁において接合部６５を介して互いに接合されている。吸液性
芯材６３としては、パルプと高吸収性ポリマーの粒子または繊維との混合物を用いること
ができる。第１および第２被覆シート６１，６２は、液拡散性のティッシュペーパを使用
することができる。上記のような高密度吸液構造体６は、吸液構造体２よりもその面積が
大きく、トップシート１１およびバックシート１２とほぼ相似形を有し、これらシート１
１，１２の周縁内側に沿った形状を有している。
【００３１】
　図７は、高密度吸液構造体６の平面図であり、説明のためその一部を破断している。図
示したように、高密度吸液構造体６は、その全域に亘って高密度領域６４が形成されてい
る。高密度領域６４は、第１および第２被覆シート６１，６２と吸液性芯材６３とを部分
的に厚さ方向に圧縮処理したものであって、縦方向Ｙおよび横方向Ｘに、間欠的にドット
状に形成されている。高密度領域６４は、第１被覆シート６１から吸液性芯材６３を介し
て第２被覆シート６２側に凹部を形成している。高密度領域６４では、吸液性芯材６３が
圧縮されるから、他の部分に比べて吸液性芯材６３の密度が高くなり、高密度に形成され
る。
　図６に示したように、高密度吸液構造体６の高密度領域６４は、その身体側に位置する
吸液構造体２の第２非接着領域５４に重なるようにして形成されている。
【００３２】
　このように高密度領域６４を形成することによって、吸液構造体２に流入した体液が、
第１非接着領域５３から第２非接着領域５４へと導かれ、さらに高密度吸液構造体６の高
密度領域６４へと導かれる。すなわち、高密度領域６４を介して上層の吸液構造体２から
、下層の高密度吸液構造体６へと体液を導くことができるので、身体からより遠くへと速
やかに体液を移行させることができる。
【００３３】
　この第２の実施形態では、高密度領域６４の形成において圧縮処理をドット状に施して
いるが、例えば線状等、他の形状に施されるものであってもよい。また、高密度吸液構造
体６のみを圧縮処理してもよいし、上層の吸液構造体２と積層した後に、これらを同時に
圧縮処理するようにしてもよい。
　また、高密度領域６４を形成するために、圧縮処理以外の処理方法を用いてもよい。
【００３４】
＜第３の実施形態＞
　図８は、第３の実施形態を示したものであり、第１の実施形態の図４と同様の図である
。この第３の実施形態では、第１および第２接着領域、第１および第２非接着領域の形状
が第１の実施形態と異なるものである。その他の構成は、第１の実施形態と同様であるの
で、これら同様の構成要素についてはその詳細な説明を省略する。
【００３５】
　図８（ａ）は第１シート２０を第１内面２５側から見たときの図であり、図８（ｂ）は
第２シート３０を第２内面３５側から見たときの図である。図示したように、第１シート
２０の第１内面２５には、接着剤が塗布された第１接着領域７１と、接着剤が塗布されて
いない第１非接着領域７３が形成されている。第１接着領域７１は、第１シート２０の第
１内面２５の全域に亘って、ドット状に形成され、縦方向Ｙおよび横方向Ｘに離間してい
る。この第１接着領域７１以外の範囲が第１非接着領域７３となる。
　第２シート３０の第２内面３５には、接着剤が塗布された第２接着領域７２と、接着剤
が塗布されていない第２非接着領域７４とが形成されている。第２接着領域７２は、第２
内面３５の全域に亘って、ほぼ円形に形成され、この円の中心近傍では非接着域を形成し
ている。すなわち、第２接着領域７２はいわゆるドーナツ形状を有し、その中心と外周に
よって第２非接着領域７４を形成している。
【００３６】
　第１接着領域７１は、第２接着領域７２の中心に形成された第２非接着領域７４に対応
し、この領域よりも狭い面積となるようにしている。また、第２接着領域７２は、少なく
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とも第１非接着領域７３の一部に対応する。したがって、第１シート２０と第２シート３
０との第１および第２内面２５，３５を互いに重ね合わせたときには、第１接着領域７１
と第２接着領域７２とがその厚さ方向において互いに重ならないようにすることができる
。このように第１接着領域７１および第２接着領域７２が、それぞれ縦方向Ｙおよび横方
向Ｘに離間するようにすることによって、縦方向Ｙおよび横方向Ｘのいずれにも体液が吸
液性芯材側に流入しやすい。したがって、より一層、第１シート２０の身体側からの体液
の漏れを抑制することができる。
【００３７】
＜第４の実施形態＞
　図９および１０は、第４の実施形態におけるパンティライナ１を示したものであり、図
９はパンティライナ１の正面図、図１０は図９のＸ－Ｘ線断面図である。パンティライナ
１のトップシート１１とバックシート１２との間に形成された吸液構造体２において、第
１および第２シート２０，３０の接合部４２が第１の実施形態と異なるものであり、その
他の構成は第１の実施形態と同様である。第１の実施形態と同様の構成要素については、
その詳細な説明を省略する。
【００３８】
　図示したように、第２シート３０は第１シート２０よりもその面積が大きく、第１シー
ト両側縁２３，２４から、第２シート両側縁３３，３４が延出している。この延出した第
２シート両側縁３３，３４を、第１シート２０の身体側に向かって折り曲げ、折り曲げた
部分の第２内面３５を第１シート２０の第１外面２６に接合し、接合部４２を形成してい
る。
　このように着衣側に位置する第２シート３０を身体側に位置する第１シート２０の第１
外面２６に折り曲げて接合することによって、これら第１および第２シート２０，３０の
間に位置する吸液性芯材４０がこぼれ落ちるのを防止することができる。すなわち、着衣
側に位置する第２シート３０を身体側に向かって折り曲げることによって、たとえ部分的
に第１および第２シート２０，３０間の接合が解けてしまったとしても、第２シート３０
で吸液性芯材４０を保持することができるので、容易に吸液性芯材４０がこぼれ落ちるこ
とがない。
【００３９】
　上記第１～第４の実施形態において、第１シート２０と第２シート３０との接合は、接
着剤、サーマルまたはウルトラソニックボンド等の慣用技術を利用することができる。ま
た、トップシート１１は、透液性および通気性の繊維不織布等を用いることができ、バッ
クシート１２は、不透液性のプラスチックフィルム等を用いることができる。バックシー
ト１２の着衣側に、肌触りを考慮した繊維不織布をさらに形成することもできる。
【００４０】
　第１接着領域および第２接着領域を形成するために、コーター塗工によりホットメルト
接着剤を塗布することとしているが、これに限ったものではなく、一定の範囲で吸液性芯
材を接着することができるものであれば、慣用技術を用いることができる。
　また、第１シートが身体側に位置し、第２シートが反対側に位置しているが、これが逆
になってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】第１の実施形態のパンティライナの正面図。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線断面図。
【図３】吸液構造体の概略図。
【図４】（ａ）第１シートを第１内面側から見た概略図。（ｂ）第２シートを第２内面側
から見た概略図。
【図５】第２の実施形態のパンティライナの正面図。
【図６】図５のＶＩ－ＶＩ線断面図。
【図７】吸液構造体の正面図。
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【図８】（ａ）第３の実施形態における第１シートを第１内面側から見た概略図。（ｂ）
第３の実施形態における第２シートを第２内面側から見た概略図。
【図９】第４の実施形態のパンティライナの正面図。
【図１０】図９のＸ－Ｘ線断面図。
【符号の説明】
【００４２】
　　１　　パンティライナ
　　２　　吸液構造体
　２０　　第１シート
　２５　　第１内面
　２６　　第１外面
　３０　　第２シート
　３５　　第２内面
　３６　　第２外面
　４０　　吸液性芯材
　５１　　第１接着領域
　５２　　第２接着領域
　５３　　第１非接着領域
　５４　　第２非接着領域
　６０　　高密度吸液構造体
　６１　　第１被覆シート
　６２　　第２被覆シート
　６３　　吸液性芯材（高密度吸液構造体用吸液性芯材）
　６４　　高密度領域
　７１　　第１接着領域
　７２　　第２接着領域
　７３　　第１非接着領域
　７４　　第２非接着領域
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【図３】
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